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特集 2

フルタイム就労を想定した利用時間⇒保育標準時間（最長11時間利用）
パートタイム就労を想定した利用時間⇒保育短時間（最長８時間利用）

□月64時間以上の就労（予定）
□妊娠、出産
□保護者の病気や障害
□同居または長期入院などをしてい

る親族の介護、看護

□災害復旧
□求職活動（起業準備を含む）
□就学（職業訓練校などにおける職

業訓練を含む）
□虐待やＤＶ（ドメスティックバイオレ

ンス）のおそれがあること
□育児休業取得中に既に保育を利用

している子どもがいて継続利用が
必要であること

□その他

❶幼稚園などに
　直接利用
　申し込み

幼稚園などを
利用希望の場合

❶保育課窓口に
　「認定」を申請

保育所などでの
保育を利用希望

の場合

❷幼稚園などから
　入園の内定を
　受ける

❷市から認定証が
　交付される

❸幼稚園などを
　通じ、利用のため
　の「認定」を申請

❸保育所などの
　利用希望の
　申し込み

❹幼稚園などを
　通じ、市から認定証
　が交付される

❹申請者の希望、
　保育所などの状況を
　みて市が利用調整

幼稚園などと
契約

利用先の
決定後、契約

新制度に移行しない幼稚園の場合「認定」は必要ありません

❶と❸は同時に申請が可能です

３つの認定区分にわけられ、認定証が発行されます。

●質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
●保育の量的拡大・確保
●地域の子ども・子育て支援の充実
の３つを軸とした新しい仕組みで、
消費税引き上げによる増収分が活用されます。

満3歳以上で教育を希望
【利用施設】

幼稚園、認定こども園

新制度に移行しない幼稚園
の場合「認定」は不要です。

満３歳以上で保育を希望
【利用施設】

保育所、認定こども園

「保育の必要な事由」
に該当する必要があります。

満３歳未満で保育を希望
【利用施設】

保育所、認定こども園、
地域型保育

「保育の必要な事由」
に該当する必要があります。

２号認定 ３号認定

「保育の必要量」が考慮されます。

保護者のいずれもが、次のいずれかに該当している必要があります。

新制度対象施設を利用するには「認定」が必要になります

子ども・子育て支援新制度とは

利用申し込みの流れ

子
ど
も
・
子
育
て
支
援

新
制
度
が
始
ま
り
ま
す

平成27年
４月

※申請時期などの詳細は、決まり次第本紙にてお知らせします。

２号・３号認定の「保育の必要な事由」とは

１号認定
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※新制度には移行せず、現行制度に残る幼稚園もあり、
　平成28年度以降に移行する幼稚園もあります。

園に通っていない子どもの家庭も、育児相談や親子の
交流など、子育て支援を受けることができます

①家庭的保育 定員５人以下

③事業所内保育
②小規模保育 定員６～19人 
④居宅訪問型保育 １対１での保育

幼児期の教育を行う学校

就労する保護者などに代わって保育する施設

※認定こども園と地域型保育の②・③・④は、現在市にはありません。

教育と保育を一体的に行い、
地域の子育て支援の役割も果たす

地域の状況に合わせ、
少人数での保育を行う

幼稚園・保育所に加えて、認定こども園や地域型保育も活用し、ニーズに応じた地域の教育・保育環境を整備します。

幼稚園 《3～5歳》

保育所 《0～5歳》

認定こども園 《0～5歳》

地域型保育 《0～2歳》

☎704-0255保育課幼稚園担当
☎711-1785保育課保育園担当 ☎711-0677子育て支援課

新制度で増える教育・保育の場

利用者負担について

ポイント

4つの
類型

新制度で新たに認可の対象となる事業です

※新制度に移行しない施設については、従来どおりの料金体系です。新制度における保育料などの利用者負担については、
保護者の所得に応じて、市が決定します。

○はリフレッシュ型の預かり保育、◎は就労支援型の預かり保育を実施している園です。（平成２６年５月１日現在）
◎の園は、月～金曜日の午前８時～午後５時３０分及び長期休業時（夏・冬・春季）も実施。詳しくは各幼稚園にお問い合わせください。
☆の園は、子ども・子育て支援新制度に移行を予定している園です。

幼稚園名 所在地 電話 預かり
保育 新制度

日出学園 菅野２-２１-１２ ☎３２２-４０１２ ○
自然 市川１-２４-２１ ☎３２２-４０９５ ○
和光 相之川２-１２-２８ ☎３５７-２３３１ ○
市川学園 八幡５-１-１０ ☎３３４-４７７０ ◎
市川学園第二 東菅野４-１３-１ ☎３３９-１５３１ ◎
みどり 中山３-１０-４ ☎３３４-１２２４ ○
国府台文化 中国分３-６-２４ ☎３７２-７００５ ○ ☆
つくし 大和田３-３-３ ☎３７６-５９２２ ◎
昭和学院 宮久保１-３-８ ☎３７４-８３００ ◎
市川聖マリヤ 八幡３-１９-１２ ☎３２３-５３７１ ○
真間山 真間４-９-１ ☎３７１-７２５１ ◎ ☆
富貴島 八幡６-１２-１２ ☎３３４-４７７８ ○
アイリス 北方２-２９-９ ☎３３５-５５３０ ◎
須和田 須和田１-２０-３ ☎３７１-５４５７ ○
共立 新田４-１５-２７ ☎３７７-０８５１ ○
曽谷 曽谷１-４-１ ☎３７１-５４４０ ○

幼稚園名 所在地 電話 預かり
保育 新制度

白菊 南八幡３-１５-１ ☎３７８-２１６０ ○
大町不二 大町１０３ ☎３３７-８３３７ ○
若宮 若宮３-５３-４ ☎３３９-２０５７ ○
わかたけ 北方町４-１７９８ ☎３３８-１６６１ ○
ソフィア 稲荷木３-２２-５ ☎３７９-１０１５ ○
宮久保 宮久保６-７-２ ☎３７１-７３２０ ◎
浄光寺 大野町３-１９１７ ☎３３７-８４１３ ○
国分 曽谷５-３２-１８ ☎３７３-１４８１ ◎
いなほ 国分３-４-１２ ☎３７３-２２０１ ○
鬼高 鬼高３-１４-１８ ☎３７０-６５８３ ○
築葉根 北方町４-２１７１ ☎３３８-４８００ ○
原木 原木１-８-１ ☎３２７-１２９１ ○
アンデルセン 堀之内１-９-１７ ☎３７４-１７５１ ○
東浜 行徳駅前３-１２-１４ ☎３９６-５３２１ ○
三愛 東国分１-２０-１２ ☎３７３-７２７２ ○
塩浜 塩浜４-２-２８-１０１ ☎３９９-２５７８ ○

　入園案内や申請書の配布及び受け付けの日程については、それぞれの幼稚園に直接お問い合わせください。

幼稚園の入園児募集

入園資格 平成22年４月２日～23年４月１日生まれ。（２年保
育）ただし、市内私立幼稚園に在園していないこと、原則とし
て各幼稚園の通園区域内に住んでいることが条件です。
申請書配布 10月20日（月）～24日（金）午後２時15分～４
時、各幼稚園
申請書受付 10月27日（月）～31日（金）午後２時15分～４時、
各幼稚園へ世帯全員が記載された住民票の写し１通を提出
選考日 11月14日（金）午前９時から各幼稚園
※詳細は幼稚園のＷｅｂサイトでも閲覧可。
※二俣幼稚園については平成28年４月１日より休園となり、27年
度の入園児募集は行いません。

新制度移行に伴う利用者負担額（保育料）は
保護者の所得に応じた体系に変更する予定です。

☎３８３-9２４３就学支援課

幼稚園名 募集人数 所在地 電話
信篤 ８０人 高谷１-８-１ ☎３２８-２３２５
大洲 ７０人 大洲４-３-１２ ☎３７０-３６４８
南行徳 １４０人 欠真間１-６-１５ ☎３５８-５３３３
百合台 ７０人 曽谷６-１０-１ ☎３７３-８９３７
新浜 ８０人 行徳駅前４-５-２ ☎３９６-２５２１
塩焼 １２０人 塩焼５-９-１ ☎３９７-３８５７

新制度に関する
問い合わせ

認定の申請、入園に関する
問い合わせ

私立幼稚園 市立幼稚園


